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第１ 章 計画策定の目的と 位置づけ 

 

１ ． 策定の背景と 目的 

 

○ 近年、 地域における人口減少・ 少子高齢化や既存住宅の老朽化、 住宅に対する社会的ニーズ

の変化に伴い全国的にも 空き家が増加し ており 、 平成 30 年の住宅・ 土地統計調査※（ 総務省）

によると 、 その戸数は全国で約 846 万戸と 、 住宅総数に占める割合は 13. 6％と なっ ています。 

○ 利用さ れていない空き 家や適正に管理さ れていない空き 家の増加は、 安全性の低下、 公衆衛

生の悪化、 景観の阻害などの問題を生じ さ せ、 地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすこ と

が懸念さ れています。  

○ そのよう な中、国では、地域住民の生活環境の保全を図り 、空き家等の活用を促進するため、

平成 26 年 11 月に「 空家等対策の推進に関する特別措置法（ 以下「 法」 と いう 。）」 が公布さ れ、

平成 27 年 5 月に全面施行さ れまし た。  

さ ら に、 平成 27 年 2 月には、 法に基づいて「 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実

施するための基本的な指針」 が定めら れまし た。  

法及び基本的な指針では、 空き家等の所有者が適切な管理に努めるこ と 、 市町村は必要に応

じ て「 空家等対策計画」 を策定し 、 各地域内の空き 家等に対する行政と し ての基本姿勢を住民

に対し て示し つつ、空き 家等の活用策についても 併せて検討するこ と が望まし いと し ています。 

○ また、 北海道は、 市町村の空き家対策を積極的に支援するこ と を目的と し 、 平成 27 年 12 月

に「 空き家等対策に関する取組方針」 を定めまし た。  

○ むかわ町の空き 家は、 町による調べで 311 戸（ 平成 31 年４ 月末現在） あるこ と が確認さ れて

います。  

○ こ のよう な背景を踏まえ、 本町における今後の空き家等の対策を総合的かつ計画的に進め、

また、町の空き家等対策について町民に周知するこ と を目的と し て、「 むかわ町空家等対策計画

（ 以下「 計画」 と いう 。）」 を策定し ます。  

 

※「住宅・土地統計調査」：総務省統計局が調査の基本的な計画を定め、都道府県、市町村を通じて実施。

全国の世帯から統計的な方法によって、約 1/15 の割合で無作為に抽出された約

370 万の住宅とそこに住む世帯が調査対象。 

調査票集計結果に対して市区町村別総人口に合うように一定比率を乗じた推定

値を、結果として公表している（国勢調査のような全数調査でなく、抽出した調査

対象の集計結果に対して人口に合うよう一定比率を乗じた推定値なので、実数

値と誤差が生じる場合があります）。 

なお、むかわ町は抽出対象となっておらず、統計調査値も公表されていません。 

 

注）「空家等」・「空き家」の表記について 

「空家等」：国が公布した法や国が定めた指針に関して記述、表記する場合に使用する。 

「空き家」：上記以外の一般的な場合に使用する。 
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２ ． 計画の位置づけ 

 

（ １ ） 法的な位置づけ 

 

本計画は、 法第６ 条第１ 項に規定する「 空家等対策計画」 であり 、 法第５ 条に規定する国の基

本指針に即し て策定する計画です。  

 

 

（ ２ ） 上位・ 関連計画と の連携・ 整合 

 

こ こ では、 本計画が連携、 整合を図る必要がある町の上位、 関連計画の概要をまと めます。  

 

 

   〈  むかわ町空家等対策計画の位置づけ 〉  

空き家等対策に関する

取組方針

（北海道、平成27年12月策定）

総合的かつ計画的に実施

するための基本的な指針

（国、平成27年2月決定）

むかわ町

まち・ひと・しごと創生総合戦略

（平成27～31年度）

空家等対策計画

空家等対策の推進に

関する特別措置法

（国、平成26年11月公布）

空家等に関する施策を

むかわ町まちづくり計画

（平成23～32年度）

むかわ町

むかわ町復興計画
（令和元～７年度）

【
即
す
る
】

【
連
携
・整
合
】

【即する】

【即する】

【連携】

【即する】

【整合】

 

 

 

① むかわ町まちづく り 計画（ 計画期間： 平成23～32年度）  

「 まちづく り 計画」 は、 町の最上位行政計画と し て、 むかわ町の長期的な発展の方向である

基本理念と 将来像を明ら かにし 、 その目標達成のために必要な施策を示すも のです。  

まちの将来像を「 人と 自然が輝く 清流と 健康のまち」 、 まちづく り の指針を「 ‘ むかわ力の

結集’ ～人を育てわがまちの力を高めよう ～」 と し 、 安心・ 安全、 産業・ 経済、 夢と 希望、 特

色と 誇り の４ つの目標を定め、 こ だわり プロジェ ク ト と 全体計画（ 分野別計画） 、 地域計画を

通し てまちづく り に取り 組むこ と を位置づけし ています。  

地域計画の鵡川地域自治区・ 穂別地域自治区のそれぞれに係る「 めざすべき 地域像を実現す

るための具体的な取り 組み」において、空き 家・ 空き 店舗等に係る事項を位置づけし ています。  
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◆鵡川地域自治区 

■まちに輝く 魅力と 活気 

○協働 ◇空き 店舗等活用組織の設置： ・ 公募等具体的な活用を検討する組織の設置 

・ 営業等実践者等への協力・ 支援 

◇民間施設の活用： 空き家等の情報収集と 発信並びに貸し 出し 調整 

○行政 ◇空き店舗等活用実践者支援： 具体的な実践者に対する財政的な支援 

◆穂別地域自治区 

■快適に暮ら せるまちの推進 

○地域 ◇空き 家、 空き地の情報提供 

 

② むかわ町まち・ ひと ・ し ごと 創生総合戦略（ 計画期間： 平成27～31年度）  

総合戦略は、 まち・ ひと ・ し ごと 創生法に基づき、 むかわ町まち・ ひと ・ し ごと 創生人口ビ

ジョ ンを踏まえ、 人口減少社会においても 将来にわたっ て安定し た活力ある地域社会の実現を

目指し て、 目標や施策の基本的な方向と 具体的な施策をまと めたも のです。  

戦略では、 ３ つの基本戦略の下に４ つの基本目標を設定し 、 こ れら の柱立てから ９ つの施策

の基本的方向を示し ています。  

４ つの基本目標のひと つ「 ２  まちの活力を担う 人材の育成と 強化」 において、 空き 家・ 空

き 店舗等に係る事項を位置づけています。  

◆農林漁業・ 商工振興、 観光振興でし ごと を創る 

■商工業、 起業・ 創業への支援（ 抜粋）  

まちの特色や地域資源を活かし た起業・ 創業への支援を強化し ます。  

○主な事業・ 取組（ 抜粋） ：  ◇空き家・ 空き店舗等対策事業 

◆過ごし やすい環境の整備で移住・ 定住を進める 

■移住・ 定住の推進（ 抜粋）  

移住環境の改善やまちの魅力の積極的な情報発信、空き 家・ 空き店舗対策等を充実する

こ と で、 Ｕ Ｉ Ｊ タ ーンを含めた移住・ 定住の取組を推進し ます。  

○主な事業・ 取組（ 抜粋） ：  ◇空き家・ 空き店舗等対策事業 

 

③ むかわ町復興計画（ 計画期間： 令和元～７ 年度）  

平成30年９ 月６ 日午前３ 時７ 分に北海道胆振東部地震が発生し 、 むかわ町では震度６ 強を記

録し 、 甚大な被害を受けまし た。 発災後、 町などは全力で復旧に取り 組む中、 こ の震災を乗り

越える指針と し て、 「 復興計画」 を策定し ています。  

こ の計画は単に震災前の状態に戻すだけでなく 、 地域の社会的機能や経済活動の迅速な復興

を図ると と も に、 震災を受けて得た経験や教訓を最大限活かし ながら 「 むかわの底力」 で、 未

来へつなぐ 『 創造的復興・ 創生』 を目指すこ と と し ています。  

計画は、 「 むかわ町まちづく り 計画」 を上位計画と し て、 「 むかわ町まち・ ひと ・ し ごと 創

生総合戦略」 を関連計画と し て位置づけ、 復興計画は「 まちづく り 計画」 に発展的に吸収する

こ と と し ています。  

また、 「 地域防災計画」 ・ 「 都市計画（ 土地利用計画） 」 ・ 「 空家等対策計画」 などの各種

計画は復興計画と 整合をと るこ と と し ています。  
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第２ 章 空家等の現状と 課題 

 

１ ． 人口と 世帯数の推移 

 

○ 空き家の発生と 密接に関わり を持つ本町の人口は、 昭和60年には14, 068人（ 鵡川町と 穂別町

の合併前の合計数） でし たが、 その後、 減少を続けており 、 平成27年には8, 595人と なっ ていま

す。  

○ 世帯数については、 昭和60年には4, 643世帯と ４ 千台でし たが、 その後、 若干の若干増減があ

り まし たが、 平成27年には3, 784世帯と ３ 千台と なり まし た。  

○ 今後も 人口と 世帯数の減少が続く と 見込まれています。  
 

表１ 人口と世帯数の推移                          （単位：人、世帯） 

 昭和 60 年 

（1885 年） 

平成 2 年 

（1990 年） 

平成 7 年 

（1995 年） 

平成 12 年 

（2000 年） 

平成 17 年 

（2005 年） 

平成 22 年 

（2010 年） 

平成 27 年 

（2015 年） 

人 口 14,068 12,871 11,967 11,197 10,602 9,744 8,595 

世帯数 4,643 4,394 4,343 4,301 4,353 4,127 3,784 

１世帯当たり 

の人員 
3.03 2.93 2.76 2.60 2.44 2.36 2.27 

（各年国勢調査） 

 

 

表２ むかわ町の人口構成                          （単位：人、世帯） 

 昭和 60 年 

（1885 年） 

平成 2 年 

（1990 年） 

平成 7 年 

（1995 年） 

平成 12 年 

（2000 年） 

平成 17 年 

（2005 年） 

平成 22 年 

（2010 年） 

平成 27 年 

（2015 年） 

人 口 14,068 12,871 11,967 11,197 10,602 9,744 8,595 

０～14 歳 3,307 2,462 1,929 1,632 1,309 1,074 845 

15～64 歳 9,434 8,464 7,720 6,895 6,381 5,570 4,609 

65 歳以上 1,597 1,945 2,318 2,670 2,912 3,100 3,141 

（各年国勢調査） 
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２ ． 空き 家の状況 

 

（ １ ） 全国と 北海道の空き 家数・ 空き家率の推移 

○ 住宅・ 土地統計調査によると 、 全国の空き家数は増加が続いており 、 平成 10 年の約 580

万戸（ 11. 5％） が平成 30 年には約 846 万戸（ 13. 6％） と なっ ています。  

○ 北海道の空き家数については、 平成 10 年の約 27 万戸（ 11. 2％） が平成 25 年には約 39 万

戸（ 14. 1％） にまで増加し まし たが、 その後、 平成 30 年には約 38 万戸（ 1. 38％） と 微減し

ています。  

 

表３ 空き家数と空き家率の推移                         （単位：戸） 

 平成 10 年 

（1998 年） 

平成 15 年 

（2003 年） 

平成 20 年 

（2008 年） 

平成 25 年 

（2013 年） 

平成 30 年 

（2018 年） 

全国 空き家数 5,764,100 6,590,000 7,567,900 8,195,600 8,460,100 

空き家率 11.5％ 12.2％ 13.1％ 13.5％ 13.6％ 

H10 からの

伸び率 
1.00％ 1.14％ 1.31％ 1.42％ 1.47％ 

北海道 空き家数 273,400 303,800 374,400 388,200 377,900 

空き家率 11.2％ 11.8％ 13.1％ 14.1％ 13.4％ 

H10 からの

伸び率 
1.00％ 1.11％ 1.37％ 1.42％ 1.38％ 

（各年住宅・土地統計調査） 

 

 

（ ２ ） むかわ町の空き家の状況 

 

①  むかわ町の空き家の状況 

○ むかわ町の空き 家は、 町による調べで 311 戸（ 平成 31 年４ 月末現在） あるこ と が確認さ れ

ています。  

○ 地区別の空き家の分布状況は、 町内 35 地区のう ち、 31 地区で空き家が確認さ れており 、

町内全域に広く 分布し ています。  

○ 地区別の状況と し ては、 10 戸以上の空き 家がある地区は 11 地区と なっ ています。  
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表４ 空き家の地区別戸数                                                    （単位：戸） 

地区名 戸数 地区名 戸数 地区名 戸数 

穂別 73 末広 13 駒場 4 

穂別稲里 21 松風 12 洋光 4 

穂別仁和 21 田浦 10 旭岡 3 

穂別富内 19 美幸 10 青葉 2 

穂別和泉 17 花園 9 二宮 2 

穂別安住 15 福住 8 大原 1 

穂別豊田 13 米原 8 春日 1 

穂別福山 7 文京 7 汐見 1 

穂別平丘 6 生田 5 晴海 1 

穂別栄 4 豊城 5 
合 計 311 

穂別長和 4 宮戸 5 

（平成 31 年４月末現在） 

※全 35 地区のうち、空き家が確認されなかった４地区（有明、大成、花岡、若草）は表中に掲載していません。 

 

 

 

 ② むかわ町における空き家の発生する原因と 背景 

○ むかわ町において、 空き家が発生する主な原因と 背景と 考えら れる事項を、 以下に整理し

ます。  

   ・ 管理者と し ての意識が低い（ 空き 家の放置に対し て問題意識・ 危機意識がない等）  

・ 活用や除却の意向がない（ 物置にし ている、 特に困っ ていない等）  

・ 除却の費用負担等（ 費用負担ができない、 除却すると 固定資産税が上がる等）  

・ 所有者が特定でき ない（ 所有者が死亡、 相続放棄、 権利関係が複雑等）  

 

6



 

 

３ ． 空家等に関する課題 

 

空家等に関する課題等について、 平成 26 年に国土交通省が実施し た「 空家等実態調査」 の集計結

果などに基づいて整理し ます。  

 

（ １ ） 空き 家等が発生する原因・ 背景 

○ 「 空家等実態調査」 では、 空き家等が発生する原因は、 以下の通り と なっ ています。  

１ ） 人が住まなく なっ た主な理由 

最後に住んでいた人が 

・ 死亡し た（ 35. 2％）  

・ 別の住宅へ転居し た（ 27. 9％）  

・ 老人ホーム等の施設に入居し た（ 14. 0％）  

・ 転勤、 入院などにより 長期不在と なっ た（ 4. 7％）  

２ ） 今後の利用意向を「 空き家にし ておく 」 の主な理由（ 25％以上の回答を掲載）  

・ 物置と し て必要（ 44. 9％）  

・ 解体費用をかけたく ない（ 39. 9％）  

・ 特に困っ ていない（ 37. 7％）  

・ 将来、 自分や親族が使う かも し れない（ 36. 4％）  

・ 好きなと きに利用や処分ができなく なる（ 33. 0％）  

・ 仏壇など捨てら れないも のがある（ 32. 8％）  

・ 更地にし ても 使い道がない（ 31. 9％）  

・ 取り 壊すと 固定資産税が高く なる（ 25. 8％）  

 

○ 空き家等が発生する背景について、 一般的な指摘と し て、 以下のも のが考えら れます。  

１ ） 所有者側の背景 

□所有者等の特定などの問題 

・ 所有者等に連絡が取れない。 行方不明である 

・ 所有者が死亡し 、 相続人がいない。 相続人が相続放棄を主張し ている 

・ 相続人が多数いて、 全員の意向を確認するこ と が困難 

・ 抵当権が設定さ れているなどの事情があり 、 権利関係が複雑である 

□管理者と し ての意識が低い 

・ 相続や遠方居住などで空き家に住んでいないので、 周辺に迷惑をかけていても 気になら

ない 

・ 空き家を放置するこ と に対する問題意識や危機意識が低い 

□活用や除却の意向がない 

・ 建物に愛着があり 、 除却し たく ない 

・ 物置にし ている。 家財道具の片づけや処分が面倒 

・ 将来のため、 子ども のためにそのままにし ている 

・ 他人に貸すこ と への抵抗感。 貸し たら 、 自分の好きな時に利用や処分ができない 

・ 特に困っ ていない。 自分の持ち物について他人に口出し さ れたく ない 
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□所有者の高齢化 

・ 高齢で判断できない 

・ 年金生活なので、 除却費用を負担できない 

□情報・ 知識不足 

・ 相談先がわから ない 

・ 利用でき る制度等に関する知識がない 

□改修・ 除却などの費用負担の問題 

・ 改修・ 除却の費用負担をする余裕がない。 負担できない 

・ 除却すると 固定資産税が上がる 

２ ） 地域側の背景 

□無関心 

・ 自分の所有ではない。 隣が空き 家でないため、 関係ない（ 緊急度が乏し い）  

□所有者等に働きかけるこ と の難し さ  

・ 近所付き 合いから 問題にし にく い 

・ 地域で空き家問題に取り 組む体制がない 

□情報・ 知識不足 

・ 相談先がわから ない 

・ 地域と し てどのよう に対応し てよいのかわから ない 

３ ） 市場・ 法制度面の背景 

□既存住宅市場における需給のミ スマッ チ 

・ 買い手側のニーズにあっ た空き家・ 中古住宅が少ない（ 価格、 立地、 規模、 間取り など） 

・ 住宅に関する情報不足。 劣化・ 傷みや性能がどう なっ ているのかわから ない 

□固定資産税の住宅用地特例により 除却が進まない 

・ 空き家を除却し 空き地にすると 固定資産税が上がるため、 除却するこ と に抵抗感がある 

 

（ ２ ） 空家等対策の必要性 

○ 建築物の適切な維持管理については、 建物の規模の大小に関わら ず、 以下の法制度におい

て所有者が責任を持つべき も のと 明記さ れています。  

・ 民法（ 第 717 条）： 事故等で第三者の安全をおびやかし たり 、 損害が生じ た場合には、 所

有者がその賠償責任を負う こ と  

・ 建築基準法（ 第８ 条）： 所有者が安全で良好な状態の維持に努める責任がある 

上記の法制度に基づく と 、 空き家についても 所有者の責任において適切に維持保全さ れる

べきも のですが、 現実には、 その責務が果たさ れずに放置さ れているも のが少なく あり ませ

ん。  

○ 適切な管理が行われないで放置さ れている場合、 安全性の低下、 公衆衛生の悪化、 景観の

阻害など多岐にわたる問題が生じ ると と も に、 建物の腐朽・ 破損などが進行し て、 周辺環境

に悪影響を与えるよう な危険な空き 家が発生するこ と が考えら れます。  

今後、 空き 家全体の増加に比例し て危険な空き家の増加も 予想さ れ、 上記の問題が一層深

刻化するこ と が懸念さ れるこ と から 、町民が安全・ 安心に生活できる環境を保全するために、

空家等対策に取り 組んでいく 必要があり ます。  
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○ 活用可能な空き 家等は、 地域の貴重な建物資源であり 、 新たな居住者の入居や地域の交流

拠点等に利用するなどの有効活用を図るこ と で、 空き家等の発生・ 増加の抑制のためにも 空

家等対策に取組む必要があり ます。  
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第３ 章 空家等対策に関する基本的な方針 

 

１ ． 対象と する空家等の種類 

 

○ 対策の対象と する空き 家等の種類は、 法第２ 条第１ 項で規定する「 空家等」 （ 法第２ 条第２

項で規定する「 特定空家等」 を含む。 ） と し ます。  

○ なお、 対象と する空き 家等は住宅用途に限ら ず、 店舗、 事務所、 倉庫等も 含むこ と と なり ま

すが、 住宅を優先し て対策を進めていく こ と と し ます。  

○ また、 空き家等の利活用や適切な維持管理などの対策については、 空き 家と なるこ と を予防

する対策でも あるこ と から 、 法で規定する「 空家等」 に該当し ないも のや空き家と なる見込み

のある建築物等も 対象と し て加えます。  

○ 本計画においては、 空き家の状況であり ながら も 適切に管理さ れている社宅・ 官舎等は除く

こ と と し ます。  
 

※法第２条第１項で規定する「空家等」 

建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態で

あるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。 

ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 
 

※法第２条第２項で規定する「特定空家等」 

そのまま放置すれば 

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態 

・著しく衛生上有害となるおそれがある状態 

・著しく景観を損なっている状態 

・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

にあると認められる空家等をいう。 

 

 

２ ． 対策の対象と する地区 

 

○ 計画対象、 及び空家等に関する対策の対象と する地区は、「 町内全域」 と し ます。  

 

 

３ ． 計画期間 

 

○ 計画期間は、 令和元年度から 令和 10 年度までの 10 年間と し ます。  

○ なお、 法制度の改正等や空き 家等の状況の変化を踏まえ、 必要に応じ て計画の見直し を行う

こ と と し ます。  

○ また、 計画の中間年（ 策定５ 年後） においては、 具体的な施策の検証を行い、 その結果を踏

まえ、 必要に応じ て計画の見直し を行う こ と と し ます。  
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４ ． むかわ町の空き 家等に係る取組み 

 

（ １ ） むかわ町空き 家バンク  

 

本町内における空き 家の有効活用により 、 定住の促進及び地域の活性化を図るため、 むかわ町

空き家バンク 制度を実施し ています。  

むかわ町空き家バンク は、 空き 家を売り たい・ 貸し たいと 考えている所有者に空き家を登録し

ていただき 、 物件を探し ている方に、 町ホームページ等を通し て紹介するシステム（ 仕組み） で

す。  

 

 

■むかわ町空き家バンク の仕組み 
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５ ． 空家等対策の基本目標 

 

『 総合的・ 計画的な空家等対策による、 地域住民の生活環境の保全と 、 空家等の利活用の促進』  
 

総合的かつ計画的な空家等対策の取り 組みの推進により 、 町民が安全・ 安心に暮ら すこ と

ができる生活環境の保全と 、 空家等の利活用を促進し ます。  

 

６ ． 空家等対策の基本的な方針 

 

（ １ ） 空家等対策の基本的な方針 

適切に管理さ れていない空家等の増加は、 安全性の低下、 公衆衛生の悪化、 景観の阻害など、

地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすこ と が考えら れます。  

町民が安全・ 安心に暮ら すこ と ができ る生活環境の保全を図り 、 空家等の利活用を促進するた

めに、 空家等対策の基本的な方針と し て、 以下の６ つを位置づけし ます。  

① 町による空家等の的確な実態把握 

② 空家等の適正な管理 

③ 空家等の流通・ 利活用の促進 

④ 管理不全な空家等の予防・ 解消 

⑤ 特定空家等に対する措置 

⑥ 空家等対策に係る実施体制の整備 

 

（ ２ ） 空家等対策に係る取組み 

６ つの基本的な方針を踏まえ、 むかわ町における空家等対策に係る取組みを定めます。  

空家等対策の基本的な方針 空家等対策に係る取組み 

① 町による空家等の的確な実態把握 1. 町による空家等の実態調査と 情報の定期的な更新 

② 空家等の適正な管理 

 

1. 所有者等による管理意識の向上と 、 適切管理の促進 

2. 相談体制の構築 

3. 所有者等の特定と 適切な維持管理の要請等 

③ 空家等の流通・ 利活用の促進 

 

1. 流通（ 売却や賃貸化） による利活用の促進 

2. 流通・ 利活用に向けた補助制度の継続の検討 

3. 地域などによる空家等及び跡地の利活用の検討 

4. 広域的な連携 

④ 管理不全の空家等の予防・ 解消 

 

1. 除却（ 解体） 助成制度等の創設の検討 

2. 除却（ 解体） 費用の融資制度の周知 

3. 危険急迫時の措置等 

⑤ 特定空家等に対する措置 1. 特定空家等に対する措置 

⑥ 空家等対策に係る実施体制の整備 

 

1. 関係団体・ 関係機関・ 町内会等と の連携 

2. 役場庁内の連携 

3. 北海道と の連携 
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第４ 章 空家等対策に係る取組み 

１ ． 町による空家等の的確な実態把握 

 

（ １ ） 町による空家等の実態調査と 情報の定期的な更新 

① 町による実態調査の実施 

空家等の所在と その状態等、 及び当該空家等の所有者等を把握するため、 町は実態調査を実

施し ます。  

調査においては、 町内会や地域住民等と 連携し 、 必要な補正等を行います。  

実態調査を定期的に実施し 、 情報の継続的な把握と 必要な補正を行います。  

 

②空家等情報のデータ ベース化 

実態調査により 取得し た空家等の所在地と その状態等、 所有者等特定情報、 所有者等への対

応記録など当該空家等の対策を行う に当たり 必要な情報について、データ ベースを整備し ます。 

データ ベースの情報は庁内関係所管で共有し ます。  

また、 データ ベースは、 定期的な実態調査により 、 更新を行います。  

 

③ 空家等の特定と 、 特定し た空家等の所有者等に対する意向確認等 

実態調査により 空家等を特定し 、 特定し た空家等について、 固定資産税の課税情報、 水道使

用者の情報、 建築確認申請情報、 登記情報、 及び町内会などから の情報収集等により 所有者を

特定する。  

特定し た空家等の所有者等に対し て、 空家等に係る意向確認等のためのアンケート 等を必要

に応じ て実施し ます。  

アンケート 等の送付は、 納税通知書などの定期的な通知等を活用し て行います。  

 

④ 所有者等が特定できない場合の措置 

１ ） 所有者等所在不明の確認 

所有者等確認のための送付し た文書等が返送さ れた場合は、 送付先の市町村に住民票の

閲覧申請を行う 等の調査を行っ た後、なおも 所在が不明な場合は、「 過失なく 所有者等を確

認できない」 者と 判断し て、 その旨をデータ ベースに登録する。  

２ ） 所有者等不明（ 相続放棄を含む） の確認 

法定相続各人に対し 相続放棄の事実についての調査を実施し 、 法定相続人全員の相続放

棄を確認さ れた場合、 所有者不明の空家等と し て、 データ ベースに登録し ます。  
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２ ． 空家等の適正な管理 

 

（ １ ） 所有者等による管理意識の向上と 、 適切管理の促進 

① 町ホームページや町広報誌、 固定資産税通知の機会などを利用し た所有者等の管理責任の周

知・ 啓発 

空家等の適切な管理は第一義的には所有者等が自ら の責任において行う こ と が原則です。  

一方では、 放置さ れるこ と で安全性の低下や倒壊等の危険性など、 周辺へ悪影響を及ぼすこ

と を認識し ていない所有者等も 少なく あり ません。  

所有者等が空家等の問題を十分に理解し 、 空家等の管理は所有者等に責任があるこ と を認識

すると と も に、 所有者等の意識の向上と それを通し た適切な維持管理の促進のために、 町ホー

ムページや町広報誌、 固定資産税通知の機会などを利用し た周知・ 啓発を行います。  

 

② 適切な相続手続き等の促進 

相続登記などの相続手続き が行われずに所有者や管理者が不明確と なるこ と も 、 空家等が適

切に管理さ れず放置さ れる原因のひと つになっ ています。  

住宅等を適切に引き継ぐ 必要性や相続権者等による相続発生時の速やかな登記名義変更の必

要性について、 町ホームページや町広報誌、 固定資産税通知の機会などを利用し た周知・ 啓発

を行います。  

また、 高齢者等への周知・ 啓発を推進するために、 社会福祉協議会、 地域包括支援センタ ー

などと 連携し た周知・ 啓発などに努めます。  

 

（ ２ ） 相談体制の構築 

① 空き家等相談窓口の設置 

空き家に関する相談窓口を庁内の総務企画課内に設置し 、 空き家等に関する相談に対応し ま

す。  

そし て、空き 家等の相談内容は多岐にわたるこ と から 、庁内の関係所管課及び町内関係団体・

機関等と 連携し 、 相談へ対応し ます。  

相談対応内容については、 経過等について記録し 、 関係所管課や町内関係団体・ 機関等で共

有し ます。  

 

（ ３ ） 所有者等の特定と 適切な維持管理の要請等 

① 実態調査に基づく 所有者等の特定と 適切な維持管理の要請等 

実態調査と 空家等情報のデータ ベース化、 及びその定期的な更新に基づいて空家等の所有者

等の特定を行う と と も に、 所有者等に対し て適切な維持管理の要請等を行います。  

・ 管理不全な空家等の状況に係る情報提供、 及び利活用意向の確認 

・ 適切な維持管理の要請、 及び空家等に係る町の施策・ 支援策などの周知・ 情報提供 
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３ ． 空家等の流通・ 利活用の促進 

 

（ １ ） 流通（ 売却や賃貸化） による利活用の促進 

① 「 むかわ町空き 家バンク 」 の継続と 利用拡大の促進 

町内の空き 家等の有効活用を通し て定住の促進及び地域の活性化を図るため、空き家を売り

たい・ 貸し たいと 考えている所有者に空き 家等を登録し ていただき 、 物件を 探し ている方に、

町ホームページ等で紹介するシステム（ 仕組み） の「 むかわ町空き 家バンク 」 の継続と 利用拡

大を促進し ます。  

 

② 庁内の関係所管課及び町内関係団体・ 機関等と の連携による、 流通・ 利活用を促進する仕組

み・ 支援の検討 

中古住宅・ 空家等の売却や賃貸による利活用は、 管理不全の空家等の発生の未然防止・ 予防

につながり ます。  

売却や賃貸は一般的に不動産事業者の仲介等によっ て行われていますが、 町内に専業の不動

産事業者がいないこ と も あり 、 どこ に相談し てよいかわから ない所有者等も いるこ と から 、 庁

内の相談先である総務企画課、及び庁内の関係所管課及び町内関係団体・ 機関等と 連携を図り 、

空家等の流通・ 活用を促進するための仕組み・ 支援を検討し ます。  

 

③ 新たな住宅セーフ ティ ネッ ト 制度（ 国土交通省施策） による「 セーフ ティ ネッ ト 住宅」 の町

内における有効性や可能性に係る調査・ 研究 

国土交通省では平成 29 年度より 、民間賃貸住宅や空家等を活用し 、子育て世帯や高齢者世帯

などの住宅確保要配慮者の増加に対応するため、 新たな住宅セーフ ティ ネッ ト 制度をスタ ート

さ せ、 住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅と し て登録する「 セーフ ティ ネッ ト 住宅」、 およびその

住宅の改修や入居者負担の軽減等の支援を行っ ています。  

こ の制度の利用によっ て子育て世帯等が比較的広い住宅に居住できると と も に、 活用可能な

空家等の有効活用や高齢者等が維持管理が困難になっ た住宅について空家等と なるこ と の予防

対策と し て有効と 考えら れるため、 むかわ町における 制度導入の有効性や可能性について調

査・ 研究し ます。  

 

※「セーフティネット住宅」 

「セーフティネット住宅」と「セーフティネット住宅（専用住宅）」の２種類がある。 

・「セーフティネット住宅」：住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録された住宅 

・「セーフティネット住宅（専用住宅）」：住宅確保要配慮者のみが入居できる住宅として登録された住

宅 

 

④ （ 一社） 移住・ 住みかえ支援機構「 マイ ホーム借上げ制度」 の町内における有効性や可能性

に係る調査・ 研究 

高齢者等が福祉施設等や高齢者向け住宅に転居し た場合などに、 自宅が空き 家になっ てし ま

う こ と が考えら れます。 自宅を売却するこ と なく 賃貸化するこ と で、 空き家を予防するこ と が

できます。  
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安定的な自宅借上げ制度の推進を目的と し た公的制度である（ 一社） 移住・ 住みかえ支援機

構（ Ｊ Ｔ Ｉ ）「 マイ ホーム借上げ制度」 の、 むかわ町における制度導入の有効性や可能性につい

て調査・ 研究し ます。  

 

※「マイホーム借上げ制度」 

国土交通省が支援する（一社）移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）が運営する制度。 

50 歳以上の方の自宅をＪＴＩを経由して第三者に貸すことができて、ＪＴＩから終身（最長の場合）にわ

たって賃料が支払われます。生涯にわたって家賃収入が見込め、住み替えや老後の資金として活用す

ることができます。 

 

⑤ 住宅改修に係る相談窓口の整備と 町内関係団体等と の連携・ 協力 

町民から の住宅改修に係る具体的な工事等の相談に対応するため、 町における相談窓口を整

備すると と も に、 町内関係団体等と の連携・ 協力を推進し ます。  

 

（ ２ ） 流通・ 利活用に向けた補助制度の継続の検討 

① 「 はーと ふる・ ほーむ助成事業（ 中古住宅売買取得費補助金）」・「 はーと ふる・ り ふぉ ーむ助

成事業（ 住宅改修補助金）」・「 はーと ふる・ ちんたい助成事業（ 民間賃貸住宅改修補助金）」 の

継続の検討 

１ ） 町では、中古住宅や空き 家を購入する者に対し ても 購入費の一部を助成する「 はーと ふる・

ほーむ助成制度」 を実施し ています。  

空家等の利活用の促進と 発生の抑制のために、 事業の周知、 情報提供を進めると と も に、

令和２ 年度までと なっ ている制度の継続について検討し ます。  

２ ） また、 町では、 戸建て住宅を所有し 改修工事を行う 者に対し て、 工事費の一部を助成する

「 はーと ふる・ り ふぉ ーむ助成事業」 を実施し ています。  

既存住宅の改修を通し た長く 住み続けら れる住宅づく り による、 空家等の発生の抑制のた

めに、 事業の周知、 情報提供を進めると と も に、 令和２ 年度までと なっ ている制度の継続

について検討し ます。  

３ ） さ ら に、 町では、 民間賃貸住宅を所有し 改修工事を行う 者に対し て、 工事費の一部を助成

する「 はーと ふる・ ちんたい助成事業」 を実施し ています。  

賃貸住宅の改修を通し た長く 住み続けら れる環境づく り による、 空家等の発生の抑制のた

めに、 事業の周知、 情報提供を進めると と も に、 令和２ 年度までと なっ ている制度の継続

について検討し ます。  

 

（ ３ ） 地域などによる空家等及び跡地の利活用の検討 

① 空家等を町内会やコ ミ ュ ニティ ・ 団体等がサロン、 地域防災備蓄庫などで利用するこ と の必

要性の調査・ 研究 

利活用可能な空家等は地域における貴重な建物資源であり 、 利活用が進まない空家等を町内

会やコ ミ ュ ニティ ・ 団体等が利用するこ と も 空家等の発生・ 増加の抑制につながるこ と から 、

町内会やコ ミ ュ ニティ 等がサロン（ 地域の交流拠点）、地域防災備蓄庫などに利用するこ と につ

いて、 調査・ 研究を進めます。  
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② 空家等跡地の周辺住民向けの利活用の検討 

空家等を除却し た跡地について、 周辺住民向けの共同の雪捨て場や菜園などと し て利活用す

るこ と の必要性などの調査・ 研究を進めます。  

 

（ ４ ） 広域的な連携 

① 「 北海道空き家情報バンク 」 と の連携 

北海道（ 庁） では、 移住・ 定住の促進や住宅スト ッ ク の循環利用を図るため、 道内全域を対

象と する「 北海道空き家情報バンク 」 を平成 28 年度より 開設・ 運用すると と も に、 普及・ 啓発

に取り 組んでいます。  

道外などから の移住希望者に向けたむかわ町に係る情報提供機会の拡大のために、「 北海道空

き 家情報バンク 」 と の連携を図り ます。  
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４ ． 管理不全の空家等の予防・ 解消 

 

（ １ ） 除却（ 解体） 費助成事業等の創設の検討 

① 空家・ 老朽住宅等の除却（ 解体） 費助成事業の創設の検討 

町では、 老朽化等により 利活用さ れない住宅等を除却する場合に、 除却（ 解体） 費の一部を

助成する補助金制度がないこ と から 、 管理不全な空家等の発生・ 増加の未然防止・ 予防のため

に、 新たな補助金制度の創設について検討し ます。  

 

（ ２ ） 除却（ 解体） 費用の融資制度の周知 

① 金融機関の空家等除却（ 解体） 費用の融資制度（ ローン） の周知・ 情報提供と 利用拡大 

道内の金融機関が実施し ている空家等除却（ 解体） 費用の融資制度（ ローン） の周知・ 情報

提供に努め、 その利用拡大を図り 、 管理不全な空家等の発生予防・ 解消を推進し ます。  

 

（ ３ ） 危険急迫時の措置等 

① 危険急迫時の措置、 手続き 

管理不全な空家等で危険な状況が急迫し 、 緊急に危険を回避する必要がある場合は、 関係法

令に基づく 手続きにより 、 所有者等に代わっ て町が必要最低限の応急措置を講じ ます。  

なお、 こ の場合は、 所有者等の承諾を得るこ と を原則と し ます。  

○関係法令 

・ 民法 

・ 災害対策基本法 

・ 行政代執行法 

 

② 措置、 手続きに要し た費用の所有者等による負担 

管理不全な空家等であっ ても 個人の財産であり 、 危険等が生じ る、 またはその可能性がある

場合は、 所有者等がそれら を回避する措置等を講じ る責任があり ます。  

危険急迫時の町による応急措置及びその手続きに要し た費用については、 所有者等が責任を

持っ て負担し なければなり ません。  

町が応急措置を行っ た場合は、 庁内関係所管と 連携し て所有者等から その費用を回収するこ

と に努めます。  
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５ ． 特定空家等に対する措置 

 

（ １ ） 特定空家等に対する措置 

① 「 空き 家等調査チェ ッ ク リ スト 」 の作成の検討 

特定空家等の判断について、 国から 示さ れているガイ ド ラ イ ンや北海道による「 市町村によ

る特定空家の判断の手引き 」 を考慮し ながら 、 町における「 空き家等調査チェ ッ ク リ スト 」 の

作成について検討し まし た。  

 

② 特定空家等に対する措置 

町では、「 空き 家等調査チェ ッ ク リ スト 」 などを用いた調査を通じ て、「 管理不全な状態の空

き 家」 を抽出し 、 町内会役員、 町内関係団体・ 機関、 専門家などを構成員と する会議並びに庁

内会議において協議し 、 その協議結果を考慮し て、 町長が特定空家等を認定し ます。  

町長は、 所有者等に対し て、 法に規定さ れた措置を講ずるかどう かについて、 町内会役員、

不動産関連事業者、 専門家などを構成員と する会議並びに庁内会議において協議し 、 その協議

結果を考慮し て、 必要な措置を講じ ます。  

以下に「 空家等対策の推進に関する特別措置法」 に基づく 、 特定空家等に対する措置の流れ

を整理し ます。  

 

特定空家等に対する措置の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助言・指導 

勧 告 

命令・公表 

（命令違反は 50 万円以下 

の過料対象） 

行政代執行 所有者等から費用の徴収 

固定資産税等の 

住宅用地特例の除外 

特定空家等の認定 
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６ ． 空家等対策に係る実施体制の整備 

 

（ １ ） 関係団体・ 関係機関・ 町内会等と の連携  

① 空家等に関する協議会の設置 

本計画に基づいて実施する空き家の活用や除却等の実施、 及び特定空家等の認定に係る手続

き や認定後の措置などについて協議を行う ため、 地域の関係団体・ 関係機関・ 町内会・ 専門家

などを構成員と し て、 空家対策特別措置法に基づく 地域の連携体制と し ての新たな協議会を設

置し 、 各種の協議並びに取組みを推進し ます。  

 

② 関係団体・ 関係機関から の空家等に係る情報の集約 

空家等の情報については、 関係団体・ 関係機関と 連携し て対応する必要があり ます。  

町の関係団体が保有する水道閉栓届等の各種届出・ 記録等の集約と それら 情報をデータ ベー

スに反映（ 更新） し ます。  

また、 空家等の電気・ ガス等の使用状況やそれら が使用可能な状態にあるか否かの情報の把

握について、 電気・ ガス等の供給事業者と の連携・ 協力を図り ます。  

 

③ 空家等及び所有者等による維持管理が難し く なっ ている住宅等の情報収集するため、 町内会

等と の連携・ 協力 

町による調査のみなら ず、 空家等及び所有者等による維持管理が難し く なっ ている住宅等の

情報収集のために、 町内会等と 連携・ 協力を図り ます。  

 

④ 関係機関と の連携 

適切に管理さ れていない空家等は、 放火の危険や不法侵入などの犯罪の温床になるこ と も 考

えら れるこ と から 、 防災・ 防犯のために、 必要に応じ て、消防・ 警察と 連携・ 協力を図り ます。  

 

 

（ ２ ） 役場庁内の連携 

① 役場庁内組織の継続 

空家等対策は、 防災、 衛生、 景観等の多岐にわたるこ と から 、 庁内関係所管課がそれぞれの

役割に基づいて連携し 、 横断的・ 総合的に取組みを進める必要があり ます。  

空家等に係る実態情報や対応経過情報等を共有し 、 効果的な対応策などについて協議を行う

場と し て、 庁内で構成する空家等対策に係る会議を設置し ます。  

 

② 関係所管課間による空家等に係る情報の集約 

空家等の情報については、 町の関係所管課が連携し て対応する必要があり ます。  

固定資産税情報や除却届などの各種法令に基づく 届出、 経過等を集約し 、 データ ベースに反

映（ 更新） し ます。  
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庁内の協力実施体制（ 案）  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ３ ） 北海道と の連携 

① 「 北海道空き家情報バンク 」 と の連携（ 再掲）  

道外などから の移住希望者に向けたむかわ町に係る情報提供機会の拡大のために、「 北海道空

き 家情報バンク 」 と の連携を図り ます（ 再掲）。  

 

② 専門的な相談内容に対応する体制の整備における北海道と の連携 

空家等の所有者等が利活用を考えても 、 相続などの法律等の問題によっ て進めるこ と ができ

ない場合も 少なく あり ません。 所有者等が相談でき る環境づく り が必要であり 、 相続、 登記な

ど専門的な相談内容に対応する体制の整備については、 北海道と の連携を図り ます。  

 

総務企画課 

・空家等に係る情報収集 

・所有者等による空家等の適正な管理の促進 

・町民等からの空家等に係る相談への対応 

・空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進 

・その他空家等の対策の推進 健康福祉課 

産業振興課 

建設水道課 

※必要に応じ て庁内各部署と 連携し 、 横断的・ 総合的な空家等対策に取組みます。  

地域経済課 

町民生活課 

地域振興課 
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資 料 編 
 

 

 

 

 



１．空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年 11 月 27 日公布） 

 

（ 目的）  

第１ 条 こ の法律は、 適切な管理が行われていない空家等が防災、 衛生、 景観等の地域住民の生活

環境に深刻な影響を及ぼし ているこ と に鑑み、 地域住民の生命、 身体又は財産を保護すると と も

に、 その生活環境の保全を図り 、 あわせて空家等の活用を促進するため、 空家等に関する施策に

関し 、 国による基本指針の策定、 市町村（ 特別区を含む。 第 10 条第２ 項を除き、 以下同じ 。） に

よる空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めるこ

と により 、 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し 、 も っ て公共の福祉の増進と 地域の

振興に寄与するこ と を目的と する。  

（ 定義）  

第２ 条 こ の法律において「 空家等」 と は、 建築物又はこ れに附属する工作物であっ て居住その他

の使用がなさ れていないこ と が常態であるも の及びその敷地（ 立木その他の土地に定着する物を

含む。） をいう 。 ただし 、 国又は地方公共団体が所有し 、 又は管理するも のを除く 。  

２  こ の法律において「 特定空家等」 と は、 そのまま放置すれば倒壊等著し く 保安上危険と なるお

それのある状態又は著し く 衛生上有害と なるおそれのある状態、 適切な管理が行われていないこ

と により 著し く 景観を損なっ ている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置するこ と

が不適切である状態にあると 認めら れる空家等をいう 。  

（ 空家等の所有者等の責務）  

第３ 条 空家等の所有者又は管理者（ 以下「 所有者等」 と いう 。） は、 周辺の生活環境に悪影響を及

ぼさ ないよう 、 空家等の適切な管理に努めるも のと する。  

（ 市町村の責務）  

第４ 条 市町村は、 第 6 条第 1 項に規定する空家等対策計画の作成及びこ れに基づく 空家等に関す

る対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう 努めるも のと する。  

（ 基本指針）  

第５ 条 国土交通大臣及び総務大臣は、 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための

基本的な指針（ 以下「 基本指針」 と いう 。） を定めるも のと する。  

２  基本指針においては、 次に掲げる事項を定めるも のと する。  

( 1)  空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

( 2)  次条第 1 項に規定する空家等対策計画に関する事項 

( 3)  その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３  国土交通大臣及び総務大臣は、 基本指針を定め、 又はこ れを変更し よう と すると きは、 あら か

じ め、 関係行政機関の長に協議するも のと する。  

４  国土交通大臣及び総務大臣は、 基本指針を定め、 又はこ れを変更し たと きは、 遅滞なく 、 こ れ

を公表し なければなら ない。  

（ 空家等対策計画）  

第６ 条 市町村は、 その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、 基本指

針に即し て、 空家等に関する対策についての計画（ 以下「 空家等対策計画」 と いう 。） を定めるこ

と ができる。  

２  空家等対策計画においては、 次に掲げる事項を定めるも のと する。  
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( 1)  空家等に関する対策の対象と する地区及び対象と する空家等の種類その他の空家等に関する

対策に関する基本的な方針 

( 2)  計画期間 

( 3)  空家等の調査に関する事項 

( 4)  所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

( 5)  空家等及び除却し た空家等に係る跡地（ 以下「 空家等の跡地」 と いう 。） の活用の促進に関す

る事項 

( 6)  特定空家等に対する措置（ 第 14 条第 1 項の規定による助言若し く は指導、同条第 2 項の規定

による勧告、同条第 3 項の規定による命令又は同条第 9 項若し く は第 10 項の規定による代執

行をいう 。 以下同じ 。） その他の特定空家等への対処に関する事項 

( 7)  住民等から の空家等に関する相談への対応に関する事項 

( 8)  空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

( 9)  その他空家等に関する対策の実施に関し 必要な事項 

３  市町村は、 空家等対策計画を定め、 又はこ れを変更し たと きは、 遅滞なく 、 こ れを公表し なけ

ればなら ない。  

４  市町村は、 都道府県知事に対し 、 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し 、 情報の提

供、 技術的な助言その他必要な援助を求めるこ と ができる。  

（ 協議会）  

第７ 条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う ための協議会（ 以

下こ の条において「 協議会」 と いう 。） を組織するこ と ができる。  

２  協議会は、 市町村長（ 特別区の区長を含む。 以下同じ 。） のほか、 地域住民、 市町村の議会の議

員、 法務、 不動産、 建築、 福祉、 文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と 認める者

をも っ て構成する。  

３  前 2 項に定めるも ののほか、 協議会の運営に関し 必要な事項は、 協議会が定める。  

（ 都道府県による援助）  

第８ 条 都道府県知事は、 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関し こ の法律

に基づき市町村が講ずる措置について、 当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、 市町

村相互間の連絡調整その他必要な援助を行う よう 努めなければなら ない。  

（ 立入調査等）  

第９ 条 市町村長は、 当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握す

るための調査その他空家等に関し こ の法律の施行のために必要な調査を行う こ と ができる。  

２  市町村長は、第 14 条第 1 項から 第 3 項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又は

その委任し た者に、 空家等と 認めら れる場所に立ち入っ て調査をさ せるこ と ができる。  

３  市町村長は、 前項の規定により 当該職員又はその委任し た者を空家等と 認めら れる場所に立ち

入ら せよう と すると きは、 その５ 日前までに、 当該空家等の所有者等にその旨を通知し なければ

なら ない。 ただし 、 当該所有者等に対し 通知するこ と が困難であると きは、 こ の限り でない。  

４  第 2 項の規定により 空家等と 認めら れる場所に立ち入ろ う と する者は、 その身分を示す証明書

を携帯し 、 関係者の請求があっ たと きは、 こ れを提示し なければなら ない。  

５  第 2 項の規定による立入調査の権限は、 犯罪捜査のために認めら れたも のと 解釈し てはなら な

い。  
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（ 空家等の所有者等に関する情報の利用等）  

第１ ０ 条 市町村長は、 固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であ

っ て氏名その他の空家等の所有者等に関するも のについては、 こ の法律の施行のために必要な限

度において、 その保有に当たっ て特定さ れた利用の目的以外の目的のために内部で利用するこ と

ができる。  

２  都知事は、 固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するも のと さ れているも ののう ち特

別区の存する区域においては都が処理するも のと さ れているも ののために利用する目的で都が保

有する情報であっ て、 特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するも のについて、 当該特別

区の区長から 提供を求めら れたと きは、 こ の法律の施行のために必要な限度において、 速やかに

当該情報の提供を行う も のと する。  

３  前項に定めるも ののほか、 市町村長は、 こ の法律の施行のために必要があると き は、 関係する

地方公共団体の長その他の者に対し て、 空家等の所有者等の把握に関し 必要な情報の提供を求め

るこ と ができる。  

（ 空家等に関するデータ ベースの整備等）  

第１ １ 条 市町村は、 空家等（ 建築物を販売し 、 又は賃貸する事業を行う 者が販売し 、 又は賃貸す

るために所有し 、 又は管理するも の（ 周辺の生活環境に悪影響を及ぼさ ないよう 適切に管理さ れ

ているも のに限る。） を除く 。 以下第 13 条までにおいて同じ 。） に関するデータ ベースの整備その

他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう 努めるも のと する。  

（ 所有者等による空家等の適切な管理の促進）  

第１ ２ 条 市町村は、 所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、 こ れら の者に対し 、 情

報の提供、 助言その他必要な援助を行う よう 努めるも のと する。  

（ 空家等及び空家等の跡地の活用等）  

第１ ３ 条 市町村は、 空家等及び空家等の跡地（ 土地を販売し 、 又は賃貸する事業を行う 者が販売

し 、 又は賃貸するために所有し 、 又は管理するも のを除く 。） に関する情報の提供その他こ れら の

活用のために必要な対策を講ずるよう 努めるも のと する。  

（ 特定空家等に対する措置）  

第１ ４ 条 市町村長は、 特定空家等の所有者等に対し 、 当該特定空家等に関し 、 除却、 修繕、 立木

竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（ そのまま放置すれば倒壊等著し

く 保安上危険と なるおそれのある状態又は著し く 衛生上有害と なるおそれのある状態にない特定

空家等については、 建築物の除却を除く 。 次項において同じ 。） をと るよう 助言又は指導をするこ

と ができる。  

２  市町村長は、 前項の規定による助言又は指導をし た場合において、 なお当該特定空家等の状態

が改善さ れないと 認めると きは、当該助言又は指導を受けた者に対し 、相当の猶予期限を付けて、

除却、 修繕、 立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をと るこ と を勧

告するこ と ができる。  

３  市町村長は、 前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく てその勧告に係る措置をと

ら なかっ た場合において、 特に必要があると 認めると きは、 その者に対し 、 相当の猶予期限を付

けて、 その勧告に係る措置をと るこ と を命ずるこ と ができる。  

４  市町村長は、 前項の措置を命じ よう と する場合においては、 あら かじ め、 その措置を命じ よう

と する者に対し 、 その命じ よう と する措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記
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載し た通知書を交付し て、 その措置を命じ よう と する者又はその代理人に意見書及び自己に有利

な証拠を提出する機会を与えなければなら ない。  

５  前項の通知書の交付を受けた者は、 その交付を受けた日から ５ 日以内に、 市町村長に対し 、 意

見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行う こ と を請求するこ と ができ る。  

６  市町村長は、 前項の規定による意見の聴取の請求があっ た場合においては、 第 3 項の措置を命

じ よう と する者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければなら ない。 

７  市町村長は、 前項の規定による意見の聴取を行う 場合においては、 第 3 項の規定によっ て命じ

よう と する措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、 期日の３ 日前までに、 前項に規定する者に

通知すると と も に、 こ れを公告し なければなら ない。  

８  第 6 項に規定する者は、 意見の聴取に際し て、 証人を出席さ せ、 かつ、 自己に有利な証拠を提

出するこ と ができる。  

９  市町村長は、 第 3 項の規定により 必要な措置を命じ た場合において、 その措置を命ぜら れた者

がその措置を履行し ないと き、 履行し ても 十分でないと き又は履行し ても 同項の期限までに完了

する見込みがないと きは、 行政代執行法（ 昭和 23 年法律第 43 号） の定めると こ ろ に従い、 自ら

義務者のなすべき行為をし 、 又は第三者をし てこ れをさ せるこ と ができる。  

10 第 3 項の規定により 必要な措置を命じ よう と する場合において、 過失がなく てその措置を命ぜ

ら れるべき 者を確知するこ と ができないと き （ 過失がなく て第 1 項の助言若し く は指導又は第 2

項の勧告が行われるべき者を確知するこ と ができないため第 3 項に定める手続により 命令を行う

こ と ができ ないと き を含む。） は、 市町村長は、 その者の負担において、 その措置を自ら 行い、 又

はその命じ た者若し く は委任し た者に行わせるこ と ができる。 こ の場合においては、 相当の期限

を定めて、 その措置を行う べき旨及びその期限までにその措置を行わないと きは、 市町村長又は

その命じ た者若し く は委任し た者がその措置を行う べき旨をあら かじ め公告し なければなら ない。 

11 市町村長は、第 3 項の規定による命令をし た場合においては、標識の設置その他国土交通省令・

総務省令で定める方法により 、 その旨を公示し なければなら ない。  

12 前項の標識は、 第 3 項の規定による命令に係る特定空家等に設置するこ と ができ る。 こ の場合

においては、 当該特定空家等の所有者等は、 当該標識の設置を拒み、 又は妨げてはなら ない。  

13 第 3 項の規定による命令については、 行政手続法（ 平成 5 年法律第 88 号） 第三章（ 第 12 条及

び第 14 条を除く 。） の規定は、 適用し ない。  

14 国土交通大臣及び総務大臣は、 特定空家等に対する措置に関し 、 その適切な実施を図るために

必要な指針を定めるこ と ができる。  

15 前各項に定めるも ののほか、 特定空家等に対する措置に関し 必要な事項は、 国土交通省令・ 総

務省令で定める。  

（ 財政上の措置及び税制上の措置等）  

第１ ５ 条 国及び都道府県は、 市町村が行う 空家等対策計画に基づく 空家等に関する対策の適切か

つ円滑な実施に資するため、 空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、 地方交付税

制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるも のと する。  

２  国及び地方公共団体は、 前項に定めるも ののほか、 市町村が行う 空家等対策計画に基づく 空家

等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、 必要な税制上の措置その他の措置を講ずる

も のと する。  

（ 過料）  
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第１ ６ 条 第 14 条第 3 項の規定による市町村長の命令に違反し た者は、５ ０ 万円以下の過料に処す

る。  

２  第 9 条第 2 項の規定による立入調査を拒み、 妨げ、 又は忌避し た者は、 ２ ０ 万円以下の過料に

処する。  

 

附 則 

（ 施行期日）  

１  こ の法律は、 公布の日から 起算し て３ 月を超えない範囲内において政令で定める日から 施行す

る。 ただし 、 第 9 条第 2 項から 第 5 項まで、 第 14 条及び第 16 条の規定は、 公布の日から 起算し

て６ 月を超えない範囲内において政令で定める日から 施行する。  

（ 検討）  

２  政府は、 こ の法律の施行後５ 年を経過し た場合において、 こ の法律の施行の状況を勘案し 、 必

要があると 認めると きは、 こ の法律の規定について検討を加え、 その結果に基づいて所要の措置

を講ずるも のと する。  
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２．空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

（平成 27 年２月 26 日決定（平成 31 年３月 29 日最終改正）） 
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３．「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針 

（平成 27 年５月 26 日決定） 
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４．北海道「空き家等対策に関する取組方針」（平成 27 年 12 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 平成 2 6 年 1 1 月 2 7 日公布 平成 2 7 年５ 月 2 6 日全面施行）  
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５．空き家等調査チェックリスト

1　基本情報

(1)調査番号

※「新規」以外の場合、前回の調査番号を入力

(2)調査実施日 年 月 日

(3)調査員名

(4)町内会

(5)住所

(6)用途 1 戸建住宅

2 店舗

3 店舗併用住宅

4 社宅、官舎等

5 その他（回答を入力）

(7)構造 1 木造

2 CB造

3 RC造

4 S造

5 その他（回答を入力）

6 不明

(8)階数 1 平屋

2 ２階建

3 ３階建

4 その他（回答を入力）

(9)延床面積 　※都市計画基礎調査データなどから転記

(10)付属建物 1 物置

※該当全て選ぶ 2 車庫

3 その他（回答を入力）

(11)樹木 1 高木（樹高３ｍ以上）

※一番大きなもの１つ選ぶ 2 中木（樹高１ｍ以上３ｍ未満）

3 低木（樹高１ｍ未満）

(12)緯度、経度 北緯： 東経：

(13)新築年 　※都市計画基礎調査データなどから転記

(14)状況の確認 1 新規

2 継続

3 利活用

4 除却

2　空き家チェック項目（空き家であることの確認）

※該当全て選ぶ 1 電気メーターが完全に止まっている（取外されている）

2 周辺聞き取りにより空き家と判断できる

3 不動産等の管理者の告知（看板・ポスター等）がある

4 ポストが封鎖（チラシ等が滞留）している

5 その他、空家と判断した理由等

（回答を入力）

6 空家に見えるが、目視（現地調査）だけでは空家と判断（断定）できない
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3　建築物が倒壊等するおそれがある

(1)空家の立地状況 1

※該当全て選ぶ 2

3

(2)空家（主たる建物）の

　　倒壊等による危険性

(3)基礎 1 一部に目立つ傷みがある

　（損傷度） 2 中破

3 大破

4 倒壊

5 いずれにも該当しない

6 目視では判断できない

(4)軸組 1 一部に目立つ傷みがある

　（損傷度） 2 中破

3 大破

4 倒壊

5 いずれにも該当しない

6 目視では判断できない

(5)耐力壁（1階） 1 一部に目立つ傷みがある

　（損傷度） 2 中破

3 大破

4 倒壊

5 いずれにも該当しない

6 目視では判断できない

(6)仕上材（外壁仕上面） 1 一部に目立つ傷みがある

　（損傷度） 2 中破

3 大破

4 倒壊

5 いずれにも該当しない

6 目視では判断できない

(7)屋根 1 一部に目立つ傷みがある

　（損傷度） 2 中破

3 大破

4 倒壊

5 いずれにも該当しない

6 目視では判断できない

(8)利活用する上での 1 再調査必要あり

　再調査必要性 2 再調査必要なし

(9)メモ

　※再調査要否判断の補足意見

　※所有者特定に資する情報

　　等があれば記載

1 建物全部が倒壊、もしくは建物の一部の階が全部倒壊している

都市計画区域内の住居等がまとまって存在する区域にある

道路もしくは隣地と空家の距離が空家の高さより短い

空家の立地場所は上記1、2に該当しない
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4　保安上に係る状態の判断（そのまま放置すれば倒壊等のおそれがある）

1-1 外壁・外装材

1-2 外壁・外装材

1-3 外壁・外装材

2-1 屋根・軒

2-2 屋根・軒

2-3 屋根・軒

3-1 附属設備等

3-2 附属設備等

3-3 附属設備等

4-1

4-2

4-3

5-1 過去調査との比較

5-2 過去調査との比較

6-1 その他

5　衛生上に係る状態の判断（そのまま放置すれば著しく衛生上有害のおそれがある）

1-1

1-2

1-3

2-1

2-2

2-3

3-1

3-2

4-1 その他

有害物質等を保管する容器、灯油タ
ンク等の破損により漏出がみられる

内容を具体的に記載

排水等の流出による臭気の発生があ
る

ごみ、瓦礫等の放置、不法投棄があ
る
ごみ等の放置による臭気の発生があ
る

ねずみ、はえ、蚊等の発生がある

水質汚染、土壌汚染に繋がる有害物
質等が放置されている

前回の調査時よりも壊れている

内容を具体的に記載

吹きつけ石綿等が飛散し暴露する可
能性がある

外壁の仕上げ材が剥落、破損し、下
地がみえる

浄化槽等の放置、破損等による汚物
の流出、臭気の発生がある

門、塀に傾斜、ひび割れ、破損が生じ
ている

擁壁表面にひび割れが発生している

敷地内に地割れがある

敷地内に崩壊・土砂流出のおそれの
ある斜面がある

前回の調査時より変形している

外部の設備機器、煙突、看板等が破
損、脱落、腐食している
屋外階段、バルコニー等が破損、脱
落している

モルタルやタイル等の外装材に浮き
が生じている
屋根の変形や破損（穴、下地の露出
等）がある

屋根ふき材が破損、剥離している

軒が変形、破損している

外壁に亀裂や穴がある

全体的に左
記の状態に
ある（状態
が著しい）

左記の状
態にない

対応の緊
急性があ

る

左記の状
態にない

対応の緊
急性があ

る

一部で左
記の状態

にある

周辺への
悪影響が

ある

一部で左
記の状態

にある

周辺への
悪影響が

ある

全体的に左
記の状態に
ある（状態
が著しい）

敷地内の土地・擁壁等

敷地内の土地・擁壁等

敷地内の土地・擁壁等

建築物・設備等の破
損による衛生上の問
題

建築物・設備等の破
損による衛生上の問
題

建築物・設備等の破
損による衛生上の問
題

ごみ等の放置、不法
投棄
ごみ等の放置、不法
投棄
ごみ等の放置、不法
投棄

水質汚染、土壌汚染

水質汚染、土壌汚染
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6　景観に係る状態の判断（適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている）

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

2-1 その他

7　管理等の状態の判断（周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である）

1-1 立木等による問題

1-2 立木等による問題

2-1

2-2

2-3

3-1

3-2

4-1 その他

外部から不特定多数の者が容易に建
物内に侵入できる状態にある
灯油・ガソリン等の燃焼危険性のある
物品が放置されている状態にある

内容を具体的に記載

立木の傾斜、腐朽、倒壊、枝折り等が
生じ、近隣の道路や隣地に侵入、枝
等が散らばっている

立木の枝等が近隣の道路、隣地には
み出し、歩行者等の通行や住民の生
活を妨げている

空家から落雪により歩行者等の被害
が生じるおそれがある
※冬期の状況で判断

放置すると隣地へ落雪するおそれが
ある
※冬期の状況で判断
周辺の道路、隣地の敷地に土砂等が
大量に流出している

屋根、外壁等が、汚物や落書き等で
傷んだり汚れたまま放置されている

窓ガラスが割れたまま放置されている

看板等が原型を留めず本来の用をな
さない程度まで、破損、汚損したまま
放置されている

左記の状
態にない

対応の緊
急性があ

る

一部で左
記の状態

にある

周辺への
悪影響が

ある

一部で左
記の状態

にある

周辺への
悪影響が

ある

全体的に左
記の状態に
ある（状態
が著しい）

全体的に左
記の状態に
ある（状態
が著しい）

立木等が建築物の全面を覆う程度ま
で繁茂している
敷地内に瓦礫、ごみ等が散乱、山積
したまま放置されている

内容を具体的に記載

左記の状
態にない

対応の緊
急性があ

る

周辺の景観と著しく不
調和な状態
周辺の景観と著しく不
調和な状態

周辺の景観と著しく不
調和な状態

周辺の景観と著しく不
調和な状態

防犯・防火上、放置す
ることが不適切

周辺の景観と著しく不
調和な状態

建築物等の不適切な
管理

建築物等の不適切な
管理

建築物等の不適切な
管理
防犯・防火上、放置す
ることが不適切
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　★各項目について、判断結果の○の有無を下記の表に記入し、フローに従って総合的判断を行う。

(7)

屋根の損傷
度

「大破」又
は「倒壊」
の場合は下
記に○

「周辺への
悪影響があ
る｣の○の
数

「対応の
緊急性が
ある」の○
の数

4　保安上の状態

5　衛生上の状態

6　景観に係る状態

7　管理等の状態

3　建築物の倒壊等に関する判定

該当する
場合は下
記に○

「大破」又
は「倒壊」
の場合は
下記に○

「大破」又
は「倒壊」
の場合は
下記に○

「大破」又
は「倒壊」
の場合は
下記に○

「大破」又
は「倒壊」
の場合は
下記に○

建物全部
が倒壊、も
しくは建物
の一部の
階が全部
倒壊してい
る

基礎の損
傷度

軸組の損
傷度

耐力壁（１
階）の損傷
度

仕上材（外
壁仕上面）
の損傷度

(2) (3) (4) (5) (6)

該当項目

判　断　結　果

「左記の状
態にない」
の○の数

「一部で左
記の状態
にある」の
○の数

「全体的に
左記の状
態にある
（状態が著
しい）」の○
の数

紫枠内の

○の有無

青枠内の

○の有無
【そのまま活用可】

赤枠内の

○の有無

○がある○がない

【適正な修繕・管理

の是正で利用可】

○がない

○がある

【周辺への

悪影響がある】の

○の有無

ここから、

緑枠内の

○判断

【対応の

緊急性がある】の

○の有無

【対応の

緊急性がある】の

○の有無

○がない

【建物一部の根本的

な修繕・不適切管理

の解消が必要】

○がない

【建物全部の大規模

修繕・不適切管理の

解消が必要】

○がある

○がある

【管理不全な状態

の空き家】

○がある

○がない

○がある

○がない
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